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(57)【要約】
【課題】衛生的な電気掃除機を提供する。
【解決手段】本体部２内に配される電動送風機６と、電
動送風機６の上流側の本体部２内に着脱自在に配される
とともに、上面を開口する上面開口部１０ｂと周面に開
口して接線方向に空気を流入させる流入口１０ａとを有
する集塵容器１０と、集塵容器１０内に立設されるとと
もに、周面に形成される開口部１１ａと集塵容器１０の
底面を貫通して下端を開口する流出口１１ｂとを有して
集塵容器１０内の空気を開口部１１ａ及び流出口１１ｂ
を介して流出させる内筒１１と、開口部１１ａに設けら
れるフィルタ１２と、上面開口部１０ｂを塞いで集塵容
器１０に対して着脱自在の蓋体１３と、蓋体１３と一体
に設けられて蓋体１３の着脱時にフィルタ１２に摺動す
る清掃部材１４とを備えた。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部内に配される電動送風機と、
　前記電動送風機の上流側の前記本体部内に着脱自在に配されるとともに、上面を開口す
る上面開口部と、周面に開口して接線方向に空気を流入させる流入口とを有して旋回気流
により塵埃を分離する集塵容器と、
　前記集塵容器内に立設されるとともに、周面に形成される開口部と、前記集塵容器の底
面を貫通して下端を開口する流出口とを有し、前記集塵容器内の空気を前記開口部及び前
記流出口を介して流出させる内筒と、
　前記開口部に設けられるフィルタと、
　前記上面開口部を塞いで前記集塵容器に対して着脱自在の蓋体と、
　前記蓋体と一体に設けられて前記蓋体の着脱時に前記フィルタに摺動する清掃部材と、
　を備えたことを特徴とする電気掃除機。
【請求項２】
　前記集塵容器に一体の集塵フィルタを前記流出口の下方に設けたことを特徴とする請求
項１に記載の電気掃除機。
【請求項３】
　前記内筒の上面が開口して前記蓋体によって塞がれることを特徴とする請求項２に記載
の電気掃除機。
【請求項４】
　前記集塵フィルタは隙間を有して前記集塵容器に対向することを特徴とする請求項２ま
たは請求項３に記載の電気掃除機。
【請求項５】
　前記集塵容器の底面に突設される突起部を有し、前記集塵フィルタをスポンジ状に形成
するとともに軸方向に可動にしたことを特徴とする請求項４に記載の電気掃除機。
【請求項６】
　前記電動送風機を前記集塵容器の下方に配置し、前記電動送風機及び前記集塵容器の中
心軸を略一直線上に配置したことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれかに記載の電
気掃除機。
【請求項７】
　前記電動送風機及び前記集塵容器の中心軸を傾斜したことを特徴とする請求項６に記載
の電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、旋回気流によって塵埃を分離する集塵容器を備えた電気掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電気掃除機は特許文献１に開示されている。この電気掃除機は吸込口体に接続さ
れる延長パイプに集塵容器が着脱自在に設けられる。集塵容器は上面を開口した有底筒状
に形成され、周面には延長パイプから接線方向に気流が流入する流入口が設けられる。延
長パイプには集塵容器の中心軸上に配される筒状の内筒が設けられる。内筒は周面にフィ
ルタを有した開口部が設けられ、上端を開口した流出口を介して延長パイプに連通する。
【０００３】
　電動送風機の駆動により塵埃を含んだ空気が吸込口体から吸い込まれ、延長パイプを流
通して流入口から集塵容器に流入する。集塵容器に流入した空気は集塵容器内で旋回し、
遠心力により塵埃が分離される。塵埃を分離された空気は開口部から内筒に流入し、流出
口を介して流出する。流出口から流出した空気は延長パイプ及び電動送風機を通って外部
に排気される。
【０００４】
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　また、集塵容器の上面には内筒が嵌合する清掃部材が設けられる。内筒と一体の延長パ
イプから集塵容器を脱着すると清掃部材が開口部のフィルタに摺動し、フィルタに付着し
た塵埃が除去される。そして、集塵容器を運搬し、清掃部材を取り外して集塵容器内の塵
埃が廃棄される。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－５１９５３号公報（第４頁－第６頁、第２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の電気掃除機によると、塵埃を廃棄する際に運搬される集塵容
器は上面に配した清掃部材に内筒が挿通される孔が開口する。また、清掃部材の上面には
フィルタと摺動した際に脱落した塵埃が付着する。このため、集塵容器の運搬時に舞い上
がって清掃部材の孔から流出した塵埃や清掃部材上に堆積した塵埃が室内等に落下して不
衛生になる問題があった。加えて、集塵容器から清掃部材を取り外す際に使用者の手指が
汚れて不衛生になる問題もあった。
【０００７】
　本発明は、衛生的な電気掃除機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために本発明は、
　本体部内に配される電動送風機と、
　前記電動送風機の上流側の前記本体部内に着脱自在に配されるとともに、上面を開口す
る上面開口部と、周面に開口して接線方向に空気を流入させる流入口とを有して旋回気流
により塵埃を分離する集塵容器と、
　前記集塵容器内に立設されるとともに、周面に形成される開口部と、前記集塵容器の底
面を貫通して下端を開口する流出口とを有し、前記集塵容器内の空気を前記開口部及び前
記流出口を介して流出させる内筒と、
　前記開口部に設けられるフィルタと、
　前記上面開口部を塞いで前記集塵容器に対して着脱自在の蓋体と、
　前記蓋体と一体に設けられて前記蓋体の着脱時に前記フィルタに摺動する清掃部材と、
　を備えたことを特徴としている。
【０００９】
　この構成によると、電動送風機の駆動によって流入口から集塵容器内に塵埃を含む空気
が流入し、集塵容器内で旋回して塵埃が分離される。塵埃が分離した空気はフィルタを有
した開口部から内筒に流入し、下方の流出口から流出する。流出口から流出した空気は電
動送風機を介して本体部の外部に排気される。塵埃の廃棄時に集塵容器は本体部から脱着
して運搬され、蓋体が取り外されされる。この時、蓋体と一体の清掃部材が内筒の開口部
に設けたフィルタと摺動し、フィルタに付着した塵埃が集塵容器内に落下する。そして、
集塵容器内の塵埃が廃棄される。
【００１０】
　また本発明は、上記構成の電気掃除機において、前記集塵容器に一体の集塵フィルタを
前記流出口の下方に設けたことを特徴としている。この構成によると、内筒を流通する空
気に含まれる微細な塵埃が集塵フィルタにより捕集される。
【００１１】
　また本発明は、上記構成の電気掃除機において、前記内筒の上面が開口して前記蓋体に
よって塞がれることを特徴としている。この構成によると、集塵フィルタ上の塵埃が内筒
を通って廃棄される。
【００１２】
　また本発明は、上記構成の電気掃除機において、前記集塵フィルタは隙間を有して前記
集塵容器に対向することを特徴としている。この構成によると、集塵フィルタと集塵容器
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の隙間によって気流路が拡大され、内筒よりも大きな断面積を有する集塵フィルタにより
微細な塵埃が捕集される。
【００１３】
　また本発明は、上記構成の電気掃除機において、前記集塵容器の底面に突設される突起
部を有し、前記集塵フィルタをスポンジ状に形成するとともに軸方向に可動にしたことを
特徴としている。この構成によると、集塵容器を本体部から脱着した際に集塵フィルタを
軸方向に移動させると、スポンジ状の集塵フィルタが突起部によって伸縮する。これによ
り、集塵フィルタの水洗いが行われる。また、内筒の上面が開口する場合は、集塵フィル
タ内に含まれた塵埃が伸縮により表面に露出して内筒を介して廃棄される。
【００１４】
　また本発明は、上記構成の電気掃除機において、前記電動送風機を前記集塵容器の下方
に配置し、前記電動送風機の回転軸と前記内筒の中心軸とを直線状に配置したことを特徴
としている。
【００１５】
　また本発明は、上記構成の電気掃除機において、前記内筒の中心軸及び前記電動送風機
の回転軸を傾斜したことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によると、内筒が集塵容器の底面を貫通して下端を開口する流出口を有し、集塵
容器の上面開口部を覆う蓋体とフィルタと摺動する清掃部材とが一体に設けられる。これ
により、集塵容器を脱着して運搬する際に塵埃の落下を防止するとともに、使用者が清掃
部材に触れることなく蓋体とともに清掃部材を取り外すことができる。従って、衛生的な
電気掃除機を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図１は一実施形態の電気掃除機を
示す斜視図である。電気掃除機１は電動送風機６（図２参照）を内装した本体部２を備え
ている。床面に対向する吸込口体５には樹脂成形品の延長パイプ４が接続され、可撓性の
接続ホース３によって本体部２と延長パイプ４とが接続される。
【００１８】
　図２は本体部２の縦断面図を示している。本体部２の下部には電動送風機６が配され、
電動送風機６の上方には集塵容器１０が配される。集塵容器１０は本体部２の上方に引き
出して着脱自在になっており、接続ホース３（図１参照）に連通して周面の接線方向に気
流を流入させる流入口１０ａが設けられる。
【００１９】
　集塵容器１０は断面円形の有底筒状に形成され、集塵容器１０及び電動送風機６の中心
軸が傾斜して略一直線上に配される。集塵容器１０の上面には上面開口部１０ｂが開口し
、上面開口部１０ｂは着脱自在の蓋体１３により塞がれる。蓋体１３には清掃部材１４が
一体に取付けられる。
【００２０】
　集塵容器１０の中央には集塵容器１０と一体に形成される内筒１１が立設される。内筒
１１は上端が閉塞される。内筒１１の周面には開口部１１ａが形成され、下端は集塵容器
１０の底面を貫通して流出口１１ｂが形成される。開口部１１ａにはメッシュ状のフィル
タ１２が設けられる。
【００２１】
　流出口１１ｂの下方にはスポンジ状の集塵フィルタ１５が配される。集塵フィルタ１５
は集塵容器１１に一体のフィルタケース１５ａにより保持され、集塵容器１０の底面に対
向する。フィルタケース１５ａは集塵容器１１０の軸方向上側に向けて可動に取り付けら
れ、集塵容器１０の底面には複数の環状のリブから成る突起部１０ｃが下方に突出する。
【００２２】
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　図３は集塵容器１０から蓋体１３を取り外した状態の正面断面図を示している。また、
図４は図３のＡ方向から視た側面断面図を示している。蓋体１３の周部にはパッキン１３
ａが設けられ、集塵容器１０は上面開口部１０ｂの周縁に段部１０ｄが形成される。これ
により、パッキン１３ａが段部１０ｄのパッキン１３ａと対向する面に接して上面開口部
１０ｂが封止される。
【００２３】
　清掃部材１４は内筒１１のフィルタ１２に摺動する環状のブラシ状に形成され、ハウジ
ング１４ａにより保持される。ハウジング１４ａには上方に延びて蓋体１３に連結される
複数のシャフト１４ｂが設けられる。これにより、蓋体１３と清掃部材１４とが一体化さ
れる。内筒１１の周面にはシャフト１４ｂが嵌合する溝１１ｃが形成される。シャフト１
４ｂが溝１１ｃに案内されることにより、蓋体１３が集塵容器１０に対して着脱される。
この時、図５に示すように、清掃部材１４がフィルタ１２に摺動する。
【００２４】
　上記構成の電気掃除機１において、電動送風機６を駆動すると塵埃を含んだ空気が吸込
口体５から吸い込まれ、延長パイプ４及び接続ホース３を介して集塵容器１０に導かれる
。流入口１０ａから集塵容器１０に流入した気流は旋回して遠心力によって塵埃が分離さ
れる。
【００２５】
　塵埃を分離した空気は開口部１１ａのフィルタ１２を介して内筒１１に流入する。この
時、気流に含まれた微細な塵埃はフィルタ１２により捕集される。内筒１１を流通する空
気は流出口１１ｂ介して集塵フィルタ１５を通過する。これにより、集塵容器１０内で分
離されなかった微細な塵埃が集塵フィルタ１５によって捕集される。集塵フィルタ１５を
通過した空気は電動送風機６に導かれ、外部に排気される。
【００２６】
　集塵フィルタ１５は突起部１０ｃによって隙間Ｄ（図２参照）を介して集塵容器１０の
底面に対向する。このため、隙間Ｄにより流出口１１ｂから気流が広がり、流出口１１ｂ
よりも広い断面積を有する集塵フィルタ１５により塵埃を捕集することができる。従って
、集塵フィルタ１５の目詰まりによるメンテナンスを削減することができる。尚、環状の
各突起部１０ｃには内周側から外周側に気流を流通させる切欠きや孔が設けられる。
【００２７】
　集塵容器１０内に塵埃が溜まると集塵容器１０は本体部２から脱着して廃棄場所に運搬
され、蓋体３を取り外される。この時、清掃部材１４がフィルタ１２と摺動してフィルタ
１２に付着した塵埃が集塵容器１０内に脱落する。そして、集塵容器１０内の塵埃が廃棄
される。蓋体１３が装着されると清掃部材１４が再度フィルタ１２と摺動し、フィルタ１
２に残留した塵埃が除去される。蓋体１３が装着された集塵容器１０は本体部２に装着さ
れる。
【００２８】
　また、微細な塵埃が溜まった集塵フィルタ１５は水洗いされる。この時、フィルタケー
ス１５ａが上下に移動される。これにより、スポンジ状の集塵フィルタ１５は図１に示す
伸長した状態と、図６に示すように突起部１０ｃの押圧により縮小された状態とを繰り返
す。従って、集塵フィルタ１５の内部に入り込んだ塵埃を容易に取り除くことができると
ともに、集塵フィルタ１５の水切りを容易に行うことができる。
【００２９】
　本実施形態によると、内筒１１が集塵容器１０の底面を貫通して下端を開口する流出口
１１ｂを有し、集塵容器１０の上面開口部１０ｂを覆う蓋体１３とフィルタ１２と摺動す
る清掃部材１４とが一体に設けられる。これにより、集塵容器１０を脱着して運搬する際
に上面開口部１０ｂからの塵埃の落下を防止するとともに、使用者が清掃部材１４に触れ
ることなく清掃部材１４を着脱してフィルタ１２を清掃することができる。従って、衛生
的で簡単にフィルタ１２を清掃できる電気掃除機１を得ることができる。
【００３０】
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　また、集塵容器１０に一体の集塵フィルタ１５を流出口１１ｂの下方に設けたので、フ
ィルタ１２を通過した塵埃が電動送風機６に流入することによる電動送風機６の故障を低
減することができる。また、集塵容器１０の運搬時にフィルタ１２の内面から脱落する塵
埃を捕集して落下を防止し、より衛生的な電気掃除機１を得ることができる。
【００３１】
　尚、内筒１１の上面は塞がれているが、開口して蓋体１３により塞ぐようにしてもよい
。これにより、集塵フィルタ１５上の塵埃を内筒１１を介して廃棄することができる。ま
た、フィルタケース１５ａの移動によって集塵フィルタ１５を伸縮させると、集塵フィル
タ１５の内部に入り込んだ塵埃を表面に露出させて廃棄することができる。
【００３２】
　また、電動送風機６と集塵容器１０とを水平方向に並べて配置し、ダクトを介して連結
してもよい。しかし、本実施形態のように集塵容器１０及び電動送風機６の中心軸を略一
直線上に配すると、集塵容器１０と電動送風機６との間の気流路を短縮することができる
。これにより、圧力損失を低減して吸塵能力を高くできるとともに、本体部２を小型化す
ることができる。
【００３３】
　また、集塵容器１０の下方に重量の大きい電動送風機６を配置したので、本体部２が安
定して転倒を防止することができる。加えて、集塵容器１０及び電動送風機６の中心軸が
傾斜して配されるため、本体部２を低く形成してより安定させることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明は、旋回気流によって塵埃を分離する集塵容器を備えた電気掃除機に利用するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施形態の電気掃除機を示す斜視図
【図２】本発明の実施形態の電気掃除機の本体部を示す縦断面図
【図３】本発明の実施形態の電気掃除機の集塵容器及び蓋体を示す正面断面図
【図４】本発明の実施形態の電気掃除機の集塵容器及び蓋体を示す側面断面図
【図５】本発明の実施形態の電気掃除機の蓋体の動作を示す側面断面図
【図６】本発明の実施形態の電気掃除機の集塵フィルタの動作を示す正面断面図
【符号の説明】
【００３６】
　　　１　　電気掃除機
　　　２　　本体部
　　　３　　接続ホース
　　　４　　延長パイプ
　　　５　　吸込口体
　　　６　　電動送風機
　　１０　　集塵容器
　　１０ａ　流入口
　　１０ｂ　上面開口部
　　１０ｃ　突起部
　　１１　　内筒
　　１１ａ　開口部
　　１１ｂ　流出口
　　１２　　フィルタ
　　１３　　蓋体
　　１４　　清掃部材
　　１４ａ　ハウジング
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　　１４ｂ　シャフト
　　１５　　集塵フィルタ
　　１５ａ　フィルタケース

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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